
 

 

様式第１２号（第１６条の２関係） 

○○年○○月○○日 

  （宛先） 高 松 市 長 

                        申請者 住所〒760-8571 

                           （所在地）香川県高松市番町一丁目８番１５号 

                            氏名  株式会社高松広告    ㊞   

（名称及び代表者の氏名） 

代表取締役 高松 太郎 

                            電話087-839-2455 

屋外広告業登録申請書 
              第１項 
高松市屋外広告物条例第２３条   の規定による登録を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
              第３項 

 

備考 
１ 新規登録の場合は、※印の欄は記入しないでください。 
２ 業務主任者に係る「資格」の欄には、その資格に係る高松市屋外広告物条例の該当規定を記入してくだ 
さい。 

３ 欄内に記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙 
を添付してください。 

４ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。 

登 録 の 種 類 

（いずれかを○印で囲むこと。） 
新 規 ・ 更 新 

フ リ ガ ナ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｶﾏﾂｺｳｺｸ   ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ﾀｶﾏﾂ ﾀﾛｳ 

氏        名 

（名称及び代表者の氏名） 

株式会社高松広告    代表取締役 高松 太郎 

住        所 

郵便番号（ 761－8571 ） 

香川県高松市番町一丁目８番１５号 

電話（ 087 ）839 － 2455   

高松市の区域内において営

業を行う営業所の名称及び

所在地 

名     称 本社（若しくは、支店名・営業所名等） 

住所（所在地） 

郵便番号（   －    ） 

同上（支店等の場合は、その住所を記入） 

電話（   ）  －     

業務主任者の氏名及び所属

する営業所の名称等 

所 属 営 業 所 名  本社（若しくは、支店名・営業所名等） 

氏       名 高松 二郎 

資       格 屋外広告物講習会修了 

法人である場合はその役員

の職氏名 

職 
フ リ ガ ナ 

氏     名 

代表取締役 

取締役 

高松 太郎（ﾀｶﾏﾂ ﾀﾛｳ） 

高松 二郎（ﾀｶﾏﾂ ｼﾞﾛｳ）高松 花子（ﾀｶﾏﾂ ﾊﾅｺ） 

（人数が多い場合は、別紙に記載も可） 

未成年者である場合の法定
代理人の氏名、又は名称及
び住所（法定代理人が法人であ
る場合にあっては、その商号又
は名称及び住所） 

フ リ ガ ナ  

氏     名 
（商号又は名称及び代表者の氏名） 

 

住     所 

郵便番号（   －    ） 

 

電話（   ）   －     

法定代理人が法人である場

合のその役員の職氏名 

職 
フ リ ガ ナ 

氏     名 

  

※ 登 録 番 号  高松市屋外広告業登録  第         号  

※登録年月日   

新規申請は第１項、更新申請が第３項です。 

※ただし、登録期間満了日の３０日前までに更新申請書が受理されなかった場合、新規申請での取り扱いになります。 

その場合、登録番号が新しい番号に変わりますので、十分に御注意ください。 

提出日を御記入ください。 

提出部数は１部です。 

申請者は、法人の場合、 

原則、代表取締役です。 

※押印は不要です。 

会社の名称、代表者の氏名、住所、電話番号を御記入ください。 

高松市の区域内において営業を行う営業所の情報を御記入ください。 

本社が営業を行う場合は、名称欄に「本社」、住所欄に「同上」と御記入ください。 

各営業所に配置されている業務主任者の氏名・資格を御記入ください。 

登録される法人の役員の職・氏名を御記入ください。 

監査役は対象外のため、記入不要です。 

更新申請の場合、現在の登録番号と、登録年月日を御記入ください。 

※記載事項が複数あり、欄内に入りきらない場合、備考３のとおり別紙添付で御対応ください。 

※添付書類の登記事項証明書や住民票の抄本については、 

原則、原本の提出になります。 

 原本の返却を希望される場合は、写しを同封してください。 

また、それらの書類は申請・届出前３ヶ月以内に発行されたものに 

限ります。 

※平成26年4月1日の条例改正後、役員の略歴書の添付は不要となりました。 

 また、住民票の添付が必要なのは、業務主任者又は個人登録者のみであり、役員の住民票は不要です。 


